
奥武山野球場（沖縄セルラースタジアム那覇） 

バッティングケージ納品仕様書 

 

 本仕様書は、那覇市観光課が発注する奥武山野球場（沖縄セルラースタジアム那覇）への

バッティングケージの納品仕様について、必要な事項を定めるものである。 

 

１. 件  名  奥武山野球場バッティングケージ購入 

 

２. 納品期限  令和 8年 12月 28日（月） 

 

３. 納品場所  奥武山野球場（沖縄セルラースタジアム那覇） 

    沖縄県那覇市奥武山町 42-1 

 

４. 基準物品及び数量 

基準物品 数 量 

メーカー：KANEYA 

（鐘屋産業株式会社） 

■アルミバッティングケージ PRO 

・材質：アルミ 50 ㎜φ 

・ネット：ポリエチレン 440Ｔ/90 本（ダブルネット） 

・ケージサイズ：幅 5ｍ×高 3.7ｍ×奥 5ｍ 

 （収納時：幅 5ｍ×高 1.86ｍ×奥 3.6ｍ） 

・キャスター：220 ㎜φノーパンクタイヤ自在式（ス

テンレス製昇降装置付） 

・フレーム折りたたみ可 

・折りたたみ作業ワンタッチ式 

・突っ張り棒ワンタッチ式付き 

・正面上部跳ね返り防止垂れネット付き 

型番：KB-4097 

 

 

 

 

 

2台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以下のオプションを装備すること 

■前面パイプ保護マット 

■後面防護マット 

中央ストライクゾーン的付（Ｗ500×Ｈ800） 

位置については那覇市と調整 

■前面張出防球ネット 

■支柱棒ワンタッチ式 

 

2式 

2枚 

 

 

2式 

4本 

備考：バッティングケージ本体に使用するネットについては、標準装備品ではなく、「440Ｔ

／90 本 ダブルネット」とすること。支柱棒については、標準装備品とは別に手配するこ

と。 

 

５. 入札条件 

本件は、「4.基準物品及び数量」に記載されている同等品以上の入札とし、納品物品は全

て新品とする。 

基準物品に替えて入札に臨む場合は、下記の事項をすべて満たす製品とすること。 

 

（1） プロ選手も使用することを踏まえ、ケージサイズは、「幅 5ｍ×高 3.7ｍ×奥 5ｍ」

のサイズ以上を確保すること。 

 

（2） アルミバッティングケージ本体に使用するネットについては、「440Ｔ/90本 ダブ

ルネット」とすること。 

 

（3） 後面防護マットについては、中央ストライクゾーンを色付すること 

色付けサイズ：Ｗ500×Ｈ800 

 

（4） キャスターについて 



キャスターについては、球場内の移動がスムーズにいくよう 220 ㎜φ以上のキャ

スター及びノーパンクタイヤ仕様とすること。 

キャスターについては、着脱式ではなく、装備したまま使用することができるこ

と。 

 

６. 同等品での入札の場合 

同等品により応札する場合は、事前に「同等品確認明細書」及びメーカーカタログや規

格等がわかる書類等を提出し、那覇市観光課の承認をえること。 

提出期限：令和 8年 7月 8日（水） 

 

７. 提出書類  納品完了報告書（任意様式） 

 

８. その他 

（1） バッティングケージの納品 

・機器の納品に係る運搬、組み立て、取り付け並びに梱包材の処分費用など、納

品に必要となる費用を全て含めて見積もること。 

・納品にあたっては、日時、納品場所及び手順をあらかじめ那覇市と協議し、承

認を得ること。 

・設置等の作業中に施設等を損傷させないよう、事前調査、準備のうえで作業を

すること。なお、施設等に損傷等を与えた場合は受注者の責任において原状復旧

すること。 

・機器の搬入等の作業については、那覇市と協議のうえ、施設の運営に支障がな

いように十分配慮して行うこと。 

     ・機器納品時に、取扱い等の指導を那覇市及び奥武山野球場を管理している指定 

管理者に実施すること。 

     ・機器の搬入、設置等の作業においては、事故のないよう万全を期すこと。 



 

（2） 保証期間 

納品後１年間において、取り扱い不注意及び天災以外の理由により、不具合等が生

じた場合は、無償修理又は交換を行うこと。なお、メーカー保証期間が 1年間を超

える場合は、メーカーの保証期間とする。 

また、製造業者の瑕疵に起因する不具合は保証期間後も無償修理を行うこと。 

 

（3） 留意事項 

本業務は沖縄振興特別推進市町村交付金を活用した事業で、交付金の適正な執行

を確認するために、本仕様書に定める提出物以外にも、必要に応じて資料の作成

や根拠を求める場合がある。その際は契約終了後であっても求めに対して資料の

提出及び説明等に応じること。 

また、経費支出における見積書、契約書、納品書、請求書等の支出関連帳票は、

発注者からの照会対応として契約期間終了後５年間は整理保存すること。 

  

 （4） その他 

   ・受注者については、本仕様書に定めるものの他、関係法令、規程を遵守するこ 

と。 

    ・本件業務の実施にあたり、疑義等が生じた場合は、双方協議のうえ決定する。 

 

7.問合せ先 

   ・所 属：那覇市 観光課 観光振興グループ  

   ・担 当：神里・知花 

 ・連絡先：観光課直通番号 098-862-3276 FAX：098-862-1580 

        メールアドレス K-KAN110@city.naha.lg.jp 


